
東日本大震災から 15 年

震災を経験した地域・ひと・もの・ことから学ぶ

募 集 要 項

研 修 期 間 令和8年8月 17日(月)～20日(木)

事前事後研修 裏面の通り

募集対象者 本巣市ホープ防災リーダーズ

・本巣市ジュニア防災リーダー養成講座修了者

・本巣市ジュニア防災リーダー養成講座今年度受講予定者

・本巣市在住の18歳以下の防災士

募 集 人 数 15人

応 募 方 法 市内中義学生 在学する学校へ提出

その他 社会教育課へ郵送または窓口提出

費 用 負 担 約6万円 （公費にて半額補助しています）

応募締切り 令和8年6月 12日(金)

研 修 地 宮城県松島町・宮城県南三陸町（1泊）・宮城県気仙沼市

岩手県陸前高田市（グループに分かれて民泊2泊）

問合せ 本巣市教育委員会社会教育課 社会教育・青少年教育係

本巣市早野２５５番地（本庁舎2階） ☎０５８－３２３－７７６４ (本巣市ホープ防災リーダーズ担当）

当時の状況を当事者の方々から聞く

民泊の人のあたたかさにふれる

今を生きる私たちができることを考える
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自ら行動し、仲間と

共に成長していく

石巻市大川小学校 米沢商会ビル

気仙沼市震災遺構

陸前高田市慰霊碑

高田民泊体験

南海トラフ地震の発生が危惧さ

れている現在…死者・行方不明

者を合わせて 2 万人以上が犠

牲になった東日本大震災の地

で真剣に命を守るための防災に

ついて考えます。

ジュニア防災リーダー養成講座

8/３（月）・8/４（火）開講予定

受講予定者には別に案内送付



令和８年度 本巣市ホープ防災リーダーズ 東北研修 実施要項

■■■東北研修 保護者・団員希望者向け説明会のご案内■■■
社会教育課職員による事業説明をします。参加希望の方、検討しているみなさんはぜひお集まりください。

第１回 令和８年５月１３日（水）１８：００～１９：００ 本巣市役所３階大会議室

第２回 令和８年５月１５日（金）１９：００～２０：００ 本巣すこやかセンター2 階小会議室

目的 ホープ防災リーダーズが東日本大震災の被災地である東北地方沿岸部を訪れ、震災遺

構の見学や現地の人々との交流を通して、命を守るための防災の大切さを改めて学

び、今後の自身や家族、学校、地域の防災への取組に活かしていく。

研修先 宮城県松島町、宮城県石巻市、宮城県南三陸町、宮城県気仙沼市、岩手県陸前高田市

研修期間 令和８年８月１７日(月)～８月２０日(木)

主な訪問先 松島震災復興語り部クルーズ乗船、大川小学校（語り部・ワークショップ）、南三陸

町防災庁舎跡地、高野会館、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館（語り部・ワークシ

ョップ）、いわて津波メモリアル（解説員あり）、奇跡の１本松（ガイド）、陸前高田

民泊体験（４～５人のグループに分かれ陸前高田市内の民家へ泊まる）、米崎湾（牡

蠣養殖船乗船）、米沢商会ビル（体験談）、振り返りワークショップ

※上記訪問先は変更になる可能性があります。

募集人員 １５人 （引率３人）

費用負担 約６万円（航空運賃、宿泊費等行程の１／２負担）その他諸経費

応募資格 ・心身ともに健康で積極的な研修意欲があり、事業全日程に参加できること

・市を代表して研修することを自覚し、規律ある団体生活ができること

・保護者の承諾が得られること

応募方法 右の「参加申込書」に必要事項を記入し、市内中学校・義務教育学校または社会教育

課へ提出する。

応募締め切り 令和８年６月１２日（金）

研修決定 募集人数を超える応募があった場合、書類選考にて研修団員を決定します。

令和８年６月２５日（木）決定通知発送予定

研修会等 年間を通して、本巣市ホープ防災リーダーズの活動に積極的に参加すること。

また、東北研修にかかる以下の研修は特別な理由がない場合は全て参加すること。

結団式・事前研修会① 令和８年７月１３日（月） 午後６時３０分～午後８時３０分

事前研修会② 令和８年８月５日（水） 午後２時００分～午後４時００分

東北研修 令和８年８月１７日（月）～２０日（木） ３泊４日

事後研修会① 令和８年９月９日（水） 午後６時３０分～午後８時３０分

事後研修会② 令和８年９月２９日（火） 午後６時３０分～午後８時３０分

事後研修会③ 令和８年１０月６日（火） 午後６時３０分～午後８時３０分

事後研修会④ 令和８年１０月２２日（木） 午後６時３０分～午後８時３０分

報 告 会 令和８年１０月２８日（水） 午後６時３０分～午後８時３０分

※会場は本巣市役所本庁舎３階大会議室 ※日時等変更になる場合があります。

その他 ・理由無く、研修会に参加しなかった者及び決定から出発までの間に、団員として不

適格と認められた者については、その決定を取り消す場合があります。

問合せ 本巣市教育委員会 社会教育課 社会教育・青少年教育係

電話０５８―３２３―７７６４

同じ内容です。

どちらかにご参加ください。


